
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  自社株買取特例 

Ｑ：相続税の納税資金を手当てするのに自

社株を会社に買い取ってもらうと特例が適用

されるとのことですが、どのような内容なの

ですか。 

 

Ａ：一定の株式の譲渡については、所得税

の負担が軽くなるような措置がとられていま

す。 

【解説】 

おたずねの特例は、昨年度の税制改正で創

設されたもので、自社株買取特例などと呼ば

れているものです。 

自社株買取特例は、①非上場会社の株式を、

②相続または遺贈により取得し、③相続税の

申告期限の翌日から３年以内に、④その発行

会社に譲渡した場合に次のような取り扱いが

され、税負担が軽減されるようになっていま

す。 

イ.譲渡益に対しては、通常、みなし配当課税

がされますが、この場合には譲渡所得課税

となります。 

ロ.税率は通常26%(国税20%、地方税6%)ですが、

この場合には20%(国税15%、地方税5%)とさ

れます。 

ハ.相続税の一部を取得費に加算できる、取得

費加算の適用が受けられます。 

(注1)この取り扱いが受けられるのは、非上場

会社の株式だけですから、有限会社や合資、

合名会社の出資持分は対象となりません。 

(注2)相続又は遺贈によって取得した株式に

限られますので、相続人等が相続開始前から

保有していた株式は対象になりません。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００５年）平成１７年   金曜日  月１  日 

 
７

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ ６ ９ ６  

 

号 


